
第6回船員保険制度の在り方に関する検討会  

平成17年8月26日（金） 15：30～  
於：厚生労働省共用第8会議室（6階）  

議 事 次 第  

1   開 会  

2   議 事  

（1） 今後の船員保険制度の在り方について  

（2） その他  

3   閉 会   



船員保険の各部門の機械的試算について  

試算の前提条件  

（各部門共通）   

○ 被保険者数：平成27年度に35，000人となるペースで減少し、その後下げ止まるものとして推計。  

：平成27年度に30，000人となるペースで減少し、その後下げ止まるものとして推計。   

○ 賃金上昇率：1％   

○ 運用利回り：2％  

注）賃金上昇率及び運用利回りについては、労災保険に合わせた率としている。  

（職務上年金部門）   

○ 失権率：労災保険並びの数値を使用して推計。  

（参考ケースについては、厚生年金の平成16年度財政再計算で使用した失権率等を使用して推計。）  

（職務上・外疾病部門）   

○ 医療費の伸びについては、「社会保障の給付と負担の見通し」の前提となった1人当たり医療費の伸び率（一般医療費2．1％）  

を使用して推計。  

（失業部門）   

○ 給付費については、直近の状況を勘案し失業保険受給者割合は一定で推移すると仮定し、その他の給付は原則として過去  

5年間の平均の伸び率で推移するものとして推計。  

（注）各計数は、四捨五入によっているため、端数において合計と合致しない場合がある。   





























船員保険制度の室町方検討会   

平成17年8月 6日  

一般制度に統合する場合における各部門の論点  

○職務外疾病部門の統合の論点  

・船員保険制度と健康保険制度では、被保険者の適用範囲に相違があり、現行の健康保険においては適用除外とされる船員についてど   

のように考えるか。   

※ 健康保険制度では日雇労働者、2ケ月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に使用される者等については適用除外（ただし、日雇特   

例被保険者として適用される場合がある）とされているが、船員保険制度では、船員として船舶所有者に使用される者は、臨時・短期間であっ  

ても被保険者となる  

船員保険制度と健康保険制度では給付に相違があり、統合するとした場合にはこれらの給付について取扱いを整理する必要がある。  

（船員保険制度と健康保険制度の主な給付の相違点）  

船員保険制度   健康保険制度  

傷病手当金  
・待期期間なし   ・3日間の待期期間を設定  

（職務外の疾病等により休業し  
・支給限度は且生   ・支給限度は1年6ケ月  

・調整規定なし   
ている者に対する所得補償）  

・傷病手当を受けている際に報酬を受けた場合には、  

報酬に応じ傷病手当金の全部又は一部が不支給   

・妊娠が判明した日から産後56日  ・産前42日（多胎妊娠の場合は98日）産後56日  

出産手当金  （船員法87条において当該期間については就労が  

（出産のために休業している者   制限されている。）   

に対する所得補償）   ・調整規定なし   ・傷病手当を受けている際に報酬を受けた場合には、  

報酬に応じ傷病手当金の全部又は一部が不支給  

葬祭料（埋葬料）   ・標準報酬月額の2ケ月分   ・標準報酬月額の1ケ月分   

（葬祭に要する費用の支給）   （家族葬祭料は標準報酬月額の1．4ケ月分）   （家族埋葬料は10万円）   

－ト   



○職務上疾病・年金部門の論点  

・船員保険制度の職務上年金部門と労災制度では積立方式に相違があり、労災制度に統合する場合は、積立不足額（平成17年度末  
時点で約1，400億円）について対応を整理する必要がある。  

労災制度においては、「業種」ごとに保険料率を設定しており、船員についてどのように取り扱うのか整理する必要がある（保険  
料率にも影響する）。  

・船員法の規定に基づく船員保険の給付については、日本が批准しているILO第147号条約（商船における最低基準に関する条   
約）において国内法令がILO第55号条約（海員の疾病、傷痍又は死亡の場合における船舶所有者の責任に関する条約）と実質的  
に同等であることを求められていることから、仮にこれらの給付の切り下げを行った場合、第55号条約との実質的同等性を確保で  
きるのかという問題がある。  

・現行の労災制度では特定の「業種」について独自・上乗せ給付を行っている例はないことから、船員保険制度における独自・上乗   
せ給付を維持することとする場合には、給付を行う方法等について検討する必要がある。  

（船員保険における主な独自・上乗せ給付）  

〈独自給付〉   

◇下船後3月の療養給付（職務外の疾病に係る下船後3月の療養を職務上疾病部門で船舶所有者全額負担の保険料をもって賄う）   

◇行方不明手当金（職務上の事由により行方不明になった場合、行方不明期間中被扶養者に対して支給）  

◇自宅以外の宿泊及び食事の支給  

〈上乗せ給付〉   

◇傷病手当金の支給額（職務上の疾病等により休業している者に対する所得補償）：  

労災制度：1日につき標準報酬日額の60％  
船員保険制度：1～4か月目 ＝＝こつき標準報酬日額の100％  

5か月目以降 1日につき標準報酬日額の60％  
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○失業部門の統合の論点  

・船員保険制度と雇用保険制度では、短時間労働者の取扱いに相違があり、現行の雇用保険においては適用除外とされる短時間労働者   

に該当する船員についてどのように考えるか。   

※ 雇用保険では短時間労働者（1週間の所定労働時間が30時間未満である者）であって、季節的に雇用される者及び1年未満の雇用に就くこ  

とを常態とする者は適用除外とされているが、船員保険ではそのような場合であっても船員法上の船員であれば適用している。  

・船員保険制度と雇用保険制度では基本手当の額の算定基準や高齢者に対する給付の対象年齢等に相違があり、統合することとした場   

合には、これらの内容について取扱いを整理する必要がある。  

（船員保険制度と雇用保険制度の主な給付基準等の相違点）  

船員保険制度   雇用保険制度   

・60歳以上の者は支給対象外   ・60歳～65歳未満の者についても支給対象  

失業保険金（基本手当）  
・標準報酬月額を30で除して得た額（標準報酬日額）  ・基本手当の算定については、離職日以前1年間の最  

を基準   後の6ケ月に支払われた賃金の総額を180で除し  

た額を基準   

・60歳前から引き続き同一の事業所に使用されてい  ・65歳前から引き続き同一の事業所に使用されてい  
高齢求職者給付金  

る者が60歳以降に離職した場合に支給   る者が65歳以降に離職した場合に支給   

・55歳以上60歳未満の保険者に適用   ・60歳以上65歳未満の被保険者に適用  
高齢雇用継続基本給付金  

55歳時点の標準報酬月額が基準   60歳時点の賃金額が基準   

・55歳以上60歳末滴の被保険者に適用   ・60歳以上65歳未満の被保険者が適用  
高齢再就職給付金  

55歳時点の標準報酬月額が基準   60歳時点の賃金額が基準   
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－ 
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一般制度に統合する場合の各部門の福祉事業の整理について  

職掩外疾病部門  

〈論点〉  

○ 船員保険制度では、船舶所有者のみの負担で事業を実施しているが、政管健保では労使折半の保険料で事業を実施している点につい   

て留意することが必要。  

〈職務外疾病部門に整理されると考えられる事業〉  

船員保険の福祉事業   （参考）政管健保における類似の事業   

中高年齢者疾病予防検査   中高年齢者疾病予防検査   

中高年齢者層を中心に生活習慣病等の早期発見のため、多項目の検査   被保険者及び被扶養者に対する健康管理をサポートし、生活習慣病の早期   

を船員保険病院、健康管理センター等指定医療機関で実施。   発見はもちろん、健診結果を基にした生活習慣病の予防の実施。   

高額医療費貸付事業   高額医療責貸付事業   

被保険者とその被扶養者が負担すべき医療費が高額の場合その一時的   被保険者とその被扶養者が負担すべき医療費が高額の場合その→時的な負   

な負担を軽減するため、高額療養費の支給が見込まれる被保険者に対し  担を軽減するため、高額療養費の支給が見込まれる被保険者に対し医療費の   

医療費の貸付を行う。   貸付を行う。   

出産費貸付事業   出産費貸付事業   

出産に係る当座の費用に充てるため、出産育児一時金又は、配偶者出   出産に係る当座の費用に充てるため、出産育児一時金又は、配偶者出産育   

産育児一時金の支給が行われるまでの間、被保険者又は、被扶養者の出  児一時金の支給が行われるまでの間、被保険者又は、被扶養者の出産に関し   

産に関して貸付を行う。   て貸付を行う。   

－ト   



職弼上疾病・年金部P  

く論点〉  

○ 船員保険制度独自の福祉事業である無線医療センターの運営及び洋上救急医療の援護事業については、引き続き事業を実施できるよ   

うにする必要があると考えられる。  

○ 労災保険制度と船員保険制度では、特別支給金の支給額に相違があることから、その取扱いについて留意することが必要。  

〈職務上疾病・年金部門に整理されると考えられる事業〉  

船員保険制度の福祉事業   （参考）労災保険制度における類似の事業   

特別支給金の支給   特別支給金の支給   

職務上の事由（通勤災害を含む）による障害年金、障害手当金、遺族   傷病（補償）年金、障害（補償）年金、遺族（補償）年金の受給者に対し、   

年金、遺族一時金の受給者に対し、一時金として一定の額を（第一種）   一時金として一定の額を支給するほか、特別給与（ボーナス）を算定の基礎   

支給するほか、定率の特別支給金（第二種）を上乗せして支給。また、   とする特別支給金を支給。また、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対   

職務上の事由による傷病手当金を4か月を超えて受けることになった者  
に対し傷病手当特別支給金を支給。   

就学等援護費の支給   労災就学等援護費の支給   

職務上の事由（通勤災害を含む）により死亡した船員の家族、及び重   障害等級1級～3級の障害（補償）年金、遺族（補償）年金等の受給者又   

度の障害により障害年金を受けることになった船員又は家族の教育費、   はその家族の教育費、保育費の負担を軽減するために、当該受給者又はその   
保育費の負担を軽減するために、遺族年金又は障害年金の受給者等に対  

して支給。   

整形外科療養の実施  
義肢等の支給  

労災により傷病を被った労働者で四肢喪失、機能障害等の残った場合に義  
船員保険に加入していた期間の傷病により身体に障害を生じた者を対  

肢、上肢装具及び下肢装具、義眼、補聴器、車いす、かつら等を含め22種  
象として、義肢・義足・補聴器・補助車等の支給及び修理。  

目の支給及び修理を無料で行う。   
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船員保険制度の福祉事業   （参考）労災保険制度における類似の事業   

船員災害防止協会への補助   災害防止団体に対する補助   

船員の労働災害を防止するための調査研究、安全衛生教育や広報活動   労働災害を防止するための調査研究、安全衛生教育や広報活動を実施して   

を実施している船員災害防止協会への補助。   いる中央労働災害防止協会等への補助。   

衛生担当者講習会の開催  

医師や衛生管理者が乗り組んでいない漁船等に乗り組む衛生担当者を  

対象に、保健衛生思想の普及及び応急処置などの講習会を実施。  

無線医療センターの運営  

医師の乗り組まない船舶で働く船員の健康を守り、生命の安全を図る  

ことを目的として、テレックス・ファックス・電子メールを設置し、洋  

上で患者が発生したときに適切かつ迅速な医療助言を行う。  

洋上救急医療の援護  

航行中の船舶内で患者が発生したときに、海上保安庁の巡視船艇、航  

空機等により医師及び看護師を往診。  

未払賃金立替払い   未払賃金の立替払事業の実施   

破産宣告その他一定の事由が生じた船舶所有者に雇用されていた船員   未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われな   

で、一定の期間内に退職した者の賃金の全部又は一部が支払われていな  いまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について事業主に   
い場合には、船員の請求に基づいて未払賃金のうち一定の範囲内の額を  

船主に代って弁済。   

巡回相談事業   労災年金受給者等に対する相談   

船員の老後の生活設計を支援するため、年金受給者等を対象に、年金  労災年金受給者に対する相談事業   

や健康などに関する適切なアドバイスを行う。  
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匪垂垂司   

〈論点〉  

○ 雇用保険制度においては、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業として福祉事業に相当する事業が行われており、雇用の安   

定や能力開発に関する制度体系が船員と陸上労働者で異なっていることとの関係を整理する必要がある。  

○ 船員保険制度独自の福祉事業である就職促進手当については、支給実績がないことから引き続き事業を実施すべきかについて検討す   

る必要がある。  

〈失業部門に整理されると考えられる事業〉  

船員保険制度の福祉事業   （参考）雇用保険制度における類似の事業   

日本船員福利雇用促進センターヘの補助  

船員の職業及び生活の安定のために雇用促進事業を行っている日本船  

員福利雇用促進センターに対し、補助を行う。   能力開発事業を行う団体に対する補助金   

（D訓練事業費補助金   能力開発事業として職業訓練等を実施している独立行政法人雇用・能力開   

当該団体が行う技能訓練事業に対する事業費の補助。  発機構等への補助。  

（訂船員派遣助成金  

当該団体のあっせんにより外国船へ自社の雇用船員を派遣する外航船  

主に対して助成。  

③技能訓練派遣助成金  キャリア形成促進助成金   

当該団体が実施する技能訓練及び海技大学校が実施する訓練に雇用船   雇用する労働者を対象として、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与   

員を派遣し、受講させた事業主に対し助成。   等を行う事業主に対して助成。   

移転費の支給   移転費（法定給付）   

失業保険を受けている船員が、地方運輸局等で紹介した職業につくた   雇用保険の受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又   

め、又は職業補導を受けるために住所を変更する必要がある場合に支給。  は指示した訓練を受けるために住所等を変更する必要がある場合に支給。   

就職促進手当の支給  

失業保険給付を受給できない船員で一定の要件に該当する者が、就職  

のため特定の職業補導所で職業訓練を受けた場合、受けた期間について  

就職促進手当を支給。  
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〈論点〉  

○ 保養所等については、一般制度においては既に廃止、または今後廃止することとされており、一般制度に統合する場合には保養所等   

の取扱いについて留意することが必要。  

○ 船員のために存続する必要があると判断される場合には、福祉事業の枠組みを離れて実施することも含め、どのような方策が考えら   

れるのか検討する必要がある。  

○ 施設運営という形ではなく、違った形での事業の在り方についても検討する必要がある。  

船員保険の施設の概要（平成16年度末現在）  

○保養所（14カ所）   

稚内、気仙沼、鳴子、三崎、箱根、焼津、鳥取、俵山、内子、指宿、左塗、銑王、見過、盤題   
※  の施設については、平成17年度末に廃止予定である。   

○海外保養所（1カ所）  

ハワイ・ホノルル   

※当該施設については、平成18年6月で契約終了予定。   

○福祉センター（4カ所）   

小樽、長野、神戸、久留米   

○病院（3カ所）   

東京、横浜、大阪  

○診療所（2カ所）   

室蘭、芝浦  

○健康管理センター（3カ所）   

横浜、大阪、福岡  

（参 考）平成16年度末価格（簿価）   

土 地 138億円   
建 物  106億円   

合 計   245億円  
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船員保険の平成16年度決算の概要  

○船員保険の平成16年度決算は、51億円の黒字。  

○黒字決算は、平成15年度に続き2年連続。  

1 全体としては、  

① 収入面では、昭和47年度以降実質33年連続で被保険者数が減   

少、及び平均標準報酬月額の減少に伴い、保険料収入が対前年度比   

で30億円の減少となったこと等から収入が37億円の減少。  

② 支出面では、被保険者数の減少等により、疾病部門の保険給付費   

が13億円の減少、失業保険金受給者の減少等により、失業部門の   

保険給付費が16億円の減少、老人保健拠出金が28億円の減少と   

なったこと等から、支出が61億円の減少。  

2 その結果、収入725億円に対し、支出674億円となり、対前年   

度比で23億円の改善となる51億円の黒字。  

3 部門別では、   

① 疾病部門において、対前年度比で20億円の悪化となる35億円   

の黒字。   

② 失業部門において、対前年度比で9億円の改善となる30億円の   

黒字。   

③ 年金部門において、対前年度比で30億円の改善となる20億円  

の赤字   

等となったところ。  

4 なお、平成16年度未の積立金残高は、1，120億円。これは、   

対前年度比で51億円の増加。  
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